
石川県立能楽堂重
一Ｔ

住 所

吏用許

次の

可申請書

年

とおり許可して下さるよう申請します。

II県立能楽堂館長 様氏  名  (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電 話 ( ) 番

⑪
石

館
　
　
長

副

館

長

係

使 用 目 的

使 用 日 時 等
年  月  日 (  曜日)1午 震  時  分～午震  時  分

開場午覆  時  分 開演 午震  時  分 1終演 午覆  時  分

観 覧 料 等 ※ 有 。無 最高 1人     円 1入場 。使用予定人員     人

の
称

藤
名

後

の
は
等に体

共
団

※

使 用 区 分
午 一馴 午 後 夜 間 全 日

使 用 料一日

際
午
９ ～正午

午後 午後
1時～ 5時

後
時

午
１０”

後
時

午
６

午前 年後
9時～10時

舞 台

土 曜 日、日 曜 日及 び 国 民 の

祝 日 に 関 す る法 lF・ に規 定 す
る休 日

9,9008 11,540r 13,200r'j 28,040f 円

そ の 他 の 日 6,600 8,240 9,900 19,800

９
“
ム
ロ

第

舞

土 曜 日、日 曜 日及 び 国 民 の

祝 日 に 関 す る法 律 に規 定 す
る fI口

6,600 8,240 9,900 19,800

そ の 他 の 日 4,400 6,040 7,700 1 5,400

つｏ
ム
ロ

第

舞

土 曜 日、日 曜 日 及 び 国 民 の

祝 日 に 関 す る法 律 に 規 定 す
る休 日

6,600 8,240 9,900 19,800

そ の 他 の 日 4,400 6,040 7,700 1 5,400

見 所

十曜 日、日曜 日及 び国 民 の
祝 日に r―

rす る法律 に規定す
るイ本国

4,940 6,600 8,240 16,500

そ の 他 の 日 3,300 4,940 6,600 1 3,200

楽 屋 1,100 1,640 2,740 4,940

茶  室 (   室 ) 3,300 4,400 5,500 11,000

計

※定   式   幕 4,400円

※能   装   束 ( 点)              3,300円

計

時 間 割 増 し

興 行 割 増 し

観 覧 料 割 増 し

寄 与 割
口

，

練 習 等 割 引 条例第 4条別表 5に よる

一ヨ
ロ

徴 収 額

許可年月日 |      1許 可番号 納入年月日 取 扱 者

その他参考事項

備 考 1 ※印欄は、有・無のいずれか、又は該当金額を○で囲んでください。

2 人線の枠内は、記入しないでください。
3 使用される時間には、準備及び後片付けの時間を合みます。


